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P＝保護者・T＝教職員

☆ ＝運営委員会に属する

◎ ＝選考委員会に属する

＝ひがしっ子まつり実行委員会に属する

＜平井東小学校 〇保護者 〇教職員 〇賛助会員＞

　・相談役（歴代PTA会長）

　・顧問（前・前々・前々々PTA会長)

・校長（T-1名）

 本部 ・会長（P-1名以上）

・副会長　（副校長-1名・P-8名以上）◎

・会計（T-1名・P-2名以上）
※副会長より、副校長

・書記（P-4名以上）
　P-若干名が選考委員を兼ねる

 会計監査（T-1名・P-2名以上）

 広報委員会 ・委員長（P-1名）☆ ・会計（P-1名） ・委員（P・T-若干名）

・副委員長（P・T-各1名）☆ ・選考（P-2名）◎

 学級委員会 ・委員長（P-1名）☆ ・会計（P-1名） ・委員（P・T-若干名）

・副委員長（P・T-各1名）☆ ・選考（P-2名）◎

・委員長（P-1名）☆ ・会計（P-1名） ・委員（P-若干名）

・副委員長（P・T-各1名）☆ ・選考（P-2名）◎

・委員長（P-1名）☆ ・会計（P-1名） ・委員（P-若干名）

・委員長（P-1名）☆ ・会計（P-1名） ・委員（P・T-若干名）

 ﾊﾟﾊﾟｽｸﾗﾌﾞ ・部長（P-1名）☆ ・会計（P-1名） ・部員（P・T-若干名）

・副部長（P-1名）☆

 ﾊﾞﾚｰ部 ・部長（P-1名）☆ ・会計（P-1名） ・部員（P・T-若干名）

・副部長（P-1名）☆

＜役員会・部会(パパス・バレー)+各クラス1-2名＞

・委員長（P-1名）☆ ・会計（P-1名）

・副委員長(P-1名) ・委員（P-若干名）

・委員長（本部副会長よりP-1名） ・副委員長（本部副会長よりP-1名）

 ひがしっ子まつり
　　　実行委員会

【江戸川区立 平井東小学校　PTAの組織】

 選考委員会◎

　
全
委
員
会

　
Ｐ
Ｔ
Ａ
総
会

(

6
学
年
の
み

)

 卒業対策
　　　委員会

 ﾅｲﾄｲﾍﾞﾝﾄ
　　　委員会

 校外指導
　　　委員会

　
部
会

　
専
門
委
員
会

　
役
員
会
☆

　
運
営
委
員
会
☆
【
役
員
会
+
各
専
門
委
員
会
、

部
会
の
正
・
副
委
員
（

部
）

長
】

特
別
委
員
会

＜副校長+本部副会長より若干名+各専門委員会より2名ずつ＞
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令和８年３月改定版 

 PTAの規約  

江戸川区立 平井東小学校 PTA 

※ 在校中要保存 ※ 



江戸川区立平井東小学校ＰＴＡ規約 
                                                                                       

 

 

第１章 総 則 

 

 

  第１条 （名 称） 

 

この会は、江戸川区立平井東小学校ＰＴＡ（以下「本会」という）と称し、事務局を江戸川区

立平井東小学校（以下「本校」という）内におく。 

 

  第２条 （目 的） 

  

本会の目的は、次のとおりとする。 

 

1.保護者と本校職員が協力して、学校と家庭と社会における児童の健全な成長を図る。 

 

2.学校教育の理解を深め、会員相互の理解・親睦を深める。 

 

 

第２章 活 動 

 

 

  第３条 （方 針） 

  

本会は、次の方針により活動する。 

 

1.同じ目的をもつ他の団体、機関と協力する。 

 

2.特定の政党、宗教に偏ってはならない。 

 

3.目的を達成するために、必要な学習と活動を行う。 

 

 

第３章 会 員 

 

 

  第４条 （会 員） 

   

本会の会員は、次のとおりとし、議決権は会員1家庭につき1票とする。 

 

1.本校に在籍する児童の保護者及び、本校に所属する職員を、正会員とする。 

 

2.学区内に居住し、本会の主旨に賛同する人を、賛助会員とする。 

ただし、総会での承認を得なければならない。 
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第５条 （定 数） 

  

本会に役員・会計監査・顧問・相談役・委員・部会をおく。 

 

1.役員 

   

（1）会   長   1  名以上 （Ｐ-1名以上） 

  （2）副 会 長   9  名以上 （Ｐ-8名以上・副校長-1名） 

  （3）会   計   3  名以上 （Ｐ-2名以上・Ｔ-1名） 

  （4）書   記   4   名以上 （Ｐ-4名以上） 

                          （※Ｐ→保護者・Ｔ→職員） 

2.会計監査 

   

 会 計 監 査   3 名以上（Ｐ-2名以上・Ｔ-1名） 

 

3.顧問 

   

 顧   問   4 名 （校長、前々々会長、前々会長、前会長） 

 

4.相談役 

  

  相  談  役   歴代会長（顧問を除く） 

 

5.委員 

 

（1）専門委員会（第6章・第15条）  

           

   ①委員長 1 名（Ｐ-1名） 

 

   ②副委員長  2 名（Ｐ-1名・Ｔ-1名） 

 

   ③会計    1 名（Ｐ-1名） 

            

   ④選考委員  2 名（Ｐ-2名） 

 

   ⑤委員    若干名（Ｐ‐若干名・Ｔ-若干名） 

 

        

6.部会 

 

（1）部 会    

           

    ①部長  1 名（Ｐ-1名） 

            

    ②副部長   1 名（Ｐ-1名） 

            

    ③会計    1 名（Ｐ-1名） 

            

    ④部員    若干名（Ｐ‐若干名・Ｔ-若干名） 
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第４章 任 務・任 期 

 

 

    第６条 （任 務） 

 

1.役員の任務は、次のとおりとする。 

 

（1）会長は、本会を代表し、会務を統轄する。 

 

（2）副会長は会長を補佐し、会長不在の時は会長の代行をする。 

また、専門委員会の活動を調整し専門委員会の運営を統括的に管理する。 

 

（3）会計は、本会の一切の会計業務を担当する。 

 

(4）書記は、本会の会議の議事、活動の記録、書類作成などの事務全般業務を担当する。 

 

2.会計監査の任務は、本会の会計についての監査を担当する。 

  

3.顧問の任務は、本会の運営についての相談・助言を行うこととする。 

  

4.相談役の任務は、本会の運営についての相談・助言を行うこととする。 

 

5.委員の任務は、（第9章・第29条）に記載する各専門委員の活動を担当する。 

  ただし、6学年においては、卒業対策委員・ナイトイベント委員も含み、その活動の担当を

する。 

 

6.部会は、各部会の活動を通じて、会員相互や地域との親睦を深めることを目的とする。 

 

  第７条 （任 期） 

 

1.役員、会計監査の任期は、当年4月1日からとし、その終期は翌年の3月31日までとする。 

 

2.専門委員の任期は、当年の全委員会から翌年の全委員会のときまでとする。 

 

3.部会は、その活動が可能な部員数が確保されている限り、これを継続的に行うことが 

 出来る。したがって、特に任期を定めない。  
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第５章 役員・会計監査・委員の選出 

 

 

第８条 （役員及び会計監査の選出） 

 

1.選考委員会を設けて、役員などの候補者を選出する。 

 

2.候補者選出においては、再任を妨げない。 

 

3.選出された候補者を、定期総会（3月）の議案に提出し、承認を受ける。 

 

4.選考委員会の構成委員は以下のとおりとする。 

 

（1）構成委員は、以下の9～11名とする。 

・役員（副会長）  2～4名  ・副校長  1名 

・校外指導委員会  2名  ・広報委員会 2名   

・学級委員会    2名 

 

（2）選考委員会には、選考委員に選出された役員（2～4名）の中から①委員長、 

②副委員長を各1名おく。 

 

 （3）選考委員の任期は、会長より委嘱状を受領してから、定期総会(3月) 

終結のときまでとする。 

 

5.会計監査（Ｐ-2名以上）については、本部役員経験者又はこれに準ずる者を選任する。 

 

  

   

第９条 （委員の選出） 

 

1.専門委員については、各学級にて3名を選出して、1名ずつ専門委員（第6章・第15条）に割

り振る。ただし、1学年に1学級しかない学級では、4名委員を選出し、学級委員に2名、ほか

の専門委員に1名ずつ割り振る。 

 

2.6学年においては、以下の委員を各学級より選出する。 

 

（1）卒業対策委員 （Ｐ-若干名） 

 

（2）ナイトイベント委員 （Ｐ-若干名） 

 

3.役員を経験した者であっても、やむを得ない場合は、後に専門委員会の委員長及び副委員長

等を受諾することができる。 

 

4.各専門委員会の委員長、副委員長、会計、選考委員は、全委員会にて選出する。 

 （第9章・第28条）   

 

5.各専門委員会には職員も所属し、担当の専門委員会については、全委員会にて定める。
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第６章 会 議 

 

 

  第１０条 （会議・機関） 

 

1.本会の目的達成を遂行するために、次の機関を設ける。 

 

2.機関の区分及び決議権の高い会議の順については、以下のとおりとする。 

 

総会＞全委員会＞運営委員会＞役員会＞専門委員会＞学年別委員会＞その他 

    

※その他委員会 

（選考委員会、特別委員会、各部会、ひがしっ子まつり実行委員会） 

 

3.本会は、必要に応じて特別委員会を設けることができる。 

 

  第１１条 （総 会） 

 

1.総会は、全会員によって構成された本会における最高の決議機関であり、予算及び決算の

承認、役員及び会計監査の選出並びに承認、規約の改定、その他重要事項の審議を行う。 

 

2.本会の定期総会は、原則当年5月と翌年3月に招集し、臨時総会は、運営委員会が必要と認

めた際に、会長が招集する。 

 

3.総会の決議は、定期総会・臨時総会ともに、招集による決議又は議決権行使書（電磁的記

録を含む。以下同じ。）による書面決議により行う。 

 

4.招集による総会は、委任状を含め全会員の過半数の出席をもって成立とし、書面決議は、

全会員の３分の１以上の議決権行使書の提出をもって成立とする。 

 

5.書面決議においては、議決権行使書を提出した会員数を出席者数とする。 

 

  第１２条 （全委員会） 

 

1.全委員会は、役員・会計監査・各専門委員会・各部会から構成する。 

        

2.全委員会は、毎年4月に招集する。なお、臨時で全委員会が必要と役員 

        会にて認められた際は、会長が招集をする。 
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第１３条 （運営委員会） 

 

1.運営委員会は、顧問（校長）・役員・会計監査・各専門委員会の委員長・副委員長・各部

会の部長、副部長で構成する。 

 

2.運営委員会は、次の事項を審議し決議する。 

   

 （1）予算の収支決算 

   （2）各専門委員会の年次活動計画とその活動 

   （3）学校行事の協力 

   （4）本会運営全般 

   （5）その他 

 

3.運営委員会は、構成員から開催の要請があった場合に会長が招集する。 

 

第１４条 （役員会） 

    

1.役員会は、顧問（校長）・役員・会計監査で構成する。  

     

2.役員会は、総会の議案作成、本会規約改正案、収支予算案、収支決算案、その他の重要事

項の審議にあたる。 

 

  3.役員会は、構成員から開催の要請があった場合に会長が招集する。 

   

第１５条 （専門委員会） 

 

1.専門委員会は次のとおりとする。（活動内容は第9章・第29条に定める） 

   

 （1）広報委員会 （2）校外指導委員会 （3）学級委員会   

 

2.専門委員会を開催する必要があるときは、役員（副会長）に報告をした後、 

 各専門委員会の委員長が招集する。 

 

  第１６条 （特別委員会） 

 

特別委員会は、必要に応じて役員会にて審議・議決し発足する。 

 

  第１７条 （採 決） 

 

全ての会議の議決は、会議出席者の過半数の賛成で成立することとする。 
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第７章 会 計 

 

 

第１８条 （収 支） 

   

本会に必要な経費は、ＰＴＡ会費などを充当する。 

  

  第１９条 （会 費） 

  

 1.本会の会費は、会員１家族あたり、児童1名ごとに年額2,700円を納める。 

（※したがって、児童が2名通学をしている場合は、2,700円×2名＝5,400円となる。） 

  

 2.職員は、1名で1家族として会費を納める。 

  

 3.会費納入後は、年度の途中に転校・転任などで退会する場合は、以下のように返金を行

う。 

 

(1) １学期に退会する場合・・・1,800円を返金する。 

 

(2) ２学期に退会する場合・・・900円を返金する。 

 

(3) ３学期に退会する場合・・・返金はしない。 

      

  4.年度の途中で、転校・転任などで本会の会員になった場合は、ＰＴＡ会費を以下のように

納める。 

    

（1）１学期に会員になった場合・・・2学期に1,800円を納める。 

    

（2）２学期に会員になった場合・・・3学期に900円を納める。 

    

（3）３学期に会員になった場合・・・翌年度より納める。 

 

なお、各学期の始業式時点での在籍状況を基準日として判断し、支払基準について疑義

が生じた場合は、役員会において審議・決定をする。 

 

  第２０条 （会計年度・予算編成） 

 

1.本会の会計年度は、当年4月1日より終期を翌年の3月31日までとする。 

 

2.本会の会計報告及び収支予算案は、運営委員会にて審議・決議し、定期総会（5月）の議

案に提出し、承認を受けなければならない。 

 

  第２１条 （会計監査） 

   

1.本会の会計監査は、学期ごとに年3回行う。 

 

2.会計監査は、審議のうえ臨時に監査が必要と考えた場合、いつでも監査を行うことがで

きる。 
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第８章 雑 則 

 

 

第２２条 （校長の出席） 

   

本校の校長（顧問）は、全ての会議などに出席して意見を述べることができる。 

 

  第２３条 （顧問・相談役） 

 

本会の顧問・相談役は、全ての会議に出席して意見を述べることができる。 

 

  第２４条 （会員などの表彰） 

   

本会の目的達成のために献身的に貢献された、会員及び会員以外の協力者に対しては、 

第10章・第39条の定める範囲において餞別を支給することができる。 

ただし、会員以外の協力者の推薦は、役員会にて審議・決議をする。 

 

  第２５条 （疑義審議） 

 

  本会の規約に疑義があるときは、役員会にて審議・決議する。 

 

  第２６条 （規約の改正） 

 

本会の規約（第1章～第8章）の改正は、総会の決議による。なお、改正案の全てを総会開催

の5日前までに全会員に告知しなければならない。 

 

  第２７条 （細則・慶弔規定等の改正） 

   

本会の規約（第9章～第11章）の改正は、役員会にて審議後、運営委員会において審議し、

承認を得て改正することができる。 

  ただし、改正後は全会員に改定した内容を告知しなければならない。 
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第９章 細 則 

 

 

第２８条 （全委員会について） 

 

1.全委員会においては、本会の目的・方針・活動などについて、各専門委員と各部長、役員、

会計監査及び本校の職員が討議し理解を深めることとする。 

 

2.各専門委員会においては、専門委員会の目的・特性・活動などについて、討議し 

 理解を深めることとする。 

 

3.各専門委員会においては、委員長・副委員長・会計・選考委員を選任（第5章・第9条4項）

しなければならない。 

また、必要のあるときは、書記を選任することができる。  

 

第２９条 （専門委員会の主な活動と目的） 

 

1.広報委員会 

 

（1）広報誌「あけぼの」や本会ホームページを通して、本会の活動について会員にお知

らせしてＰＴＡ活動の活性化を図る。 

（2）会員に対して、積極的な取材活動などを行い、会員の声が反映できるように活動す

る。 

 

2.校外指導委員会 

 

（1）校外における児童の交通安全、生活指導に努める。 

（2）地域内に存在する悪質な掲示物や、危険箇所への対応策を相談・提案・改善する活

動を行う。 

（3）パトロールを含めた様々な活動に積極的に取り組む。 

 

3.学級委員会 

 

（1）学級の運営に協力し、学年間の連絡・情報交換を図るとともに、会員相互の意思疎

通を図り、心のふれあいの場を提供する活動を行う。 

（2）学級ごとの、保護者のまとめ役を担う。 

（3）子供たちの、健全な育成に係わる事柄について、学級の保護者と連絡・相談などを

行い実践する。 

          

  第３０条 （部会について） 

 

1.部会の発足にあたっては、活動の趣旨などを事前に役員会で協議し、妥当と判断した場 

 合は運営委員会にて審議し、総会にて承認を得なければならない。 

 

2.各部会の活動は、運営委員会にて活動の報告を行わなければならない。 

 

3.各部会の活動内容が本会の趣旨にそぐわない場合は、その存続を役員会で協議し、活動を

休止・廃部とする事ができる。 

 

4.部会の活動が困難となった場合は、その理由を役員会に提出しなければならない。また、

役員会において、理由が妥当と判断した場合は、部会を休止・廃部することができる。 
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  第３１条 （研修参加） 

          

役員及び専門委員会の委員は、江戸川区教育委員会及びＰＴＡ連合会が主催する研修会 

（セミナー）へ参加し、研修を受けるよう努める。 

 

  第３２条 （活動の記録） 

 

各専門委員会の活動は、活動内容を記載した「委員会活動報告書」を作成し、運営委員会に

て報告を行わなければならない。また、「委員会活動報告書」の記録は、ＰＴＡ室の保管棚

もしくは電子媒体に保管し、情報を共有する。 

 

  第３３条 （選考委員会の活動） 

 

選考委員会の委員は、次年度の役員及び会計監査候補者を選考して、定期総会（３月）の議

案に提出し承認を得なければならない。 

   

第３４条 （表彰基準） 

   

会員の表彰は、餞別（第10章・第39条）などの贈呈をもって行い、その基準につ 

いては以下のとおりとする。 

    

1.専門委員会の委員長として任務を遂行した会員 

  2.役員及び会計監査として任務を遂行した会員 

3.職員の異動で転退職した会員 

4.その他、本会の目的達成のために特に貢献したと役員会が認めた方 
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第１0章 慶弔規定 

 

 

第３５条 （慶弔規約の適用範囲） 

 

本会の会員にかかわる、冠婚葬祭、災害、病気、転退職、その他の慶弔費用の支払基準につ

いて規定する。 

なお、支払基準について疑義が生じた場合は、役員会において審議・決定をする。 

ただし、個人情報保護の観点から、本会が積極的に支払い基準に合致するかどうかの調査は

しない。 

 

第３６条 （弔慰金） 

   

1.会員の死亡・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円 

2.児童の死亡・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円 

3.職員の配偶者死亡・・・・・・・・・・・・・3,000円 

4.職員の父母及び子女死亡 ・・・・・・・・・3,000円 

5.特別職員（校医、薬剤師など）死亡・・・・・3,000円 

 

第３７条 （見舞金） 

 

児童、職員及び特別職員が、病気・怪我などが原因で一定期間の入院や療養が必要とな

り、学校への登校・出勤が困難な状況が生じた場合は、見舞金を支給する。 

なお、やむを得ず同じ状況が複数回発生した場合は、役員会において審議・決定をする。 

 

1.登校・出勤が困難な状況が30日以上続いた場合・・・3,000円 

2.手術をし、又は入院が10日間以上続いた場合・・・・3,000円 

 

第３８条 （災害見舞金） 

 

会員が不慮の災害などにより被害を被った場合の災害見舞金の支給については、状況をそ

の都度考慮して、役員会において審議・決定をする。 

ただし、上限を5,000 円までとする。 

 

第３９条 （餞 別） 

      

1.職員の結婚・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円相当の餞別 

2.職員及び配偶者の出産・・・・・・・・・・・5,000円相当の餞別 

3.第8章・第24条の該当者・・・・・・・・・・ 1,000円相当の餞別 

 

第４０条 （転退職祝品） 

      

1.職員の転退職の場合は、祝品を支給する。 

       2.職員１名に対し、一律3,000円相当の餞別を支給する。 
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第１１章 付 則 

 

 

第４１条 （本会規約の効力） 

1.本会規約は、平成12年4月1日より効力を有する。 

2.本会規約に改正があったときは、改正年月日を第 42 条にその都度記載し、その記録を

残さなければならない。

 

 

第４２条 （規約の改正記録） 

     

改正1：平成22年 5月14日 

改正2：平成25年 3月 8日 

改正3：平成27年 3月13日 

改正4：平成30年 3月 3日 

改正5：平成31年 3月 2日 

改正6：令和 6年  3月 9日 

改正7：令和 7年 3月 8日 

改正8：令和 8年 3月 7日 

以上 
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